
柔道整復施術療養費支給申請書の編てつ方法 

 

（国民健康保険） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（後期高齢者医療） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．支給申請総括票（Ⅰ）は、綴じないで添付すること。 

      ２．支給申請総括票（Ⅱ）は、保険者毎の支給申請書に添付のうえ、綴じること。 

      ３．支給申請書の続紙については、被保険者ごとに本紙とホチキス止めもしくは紐綴じ 

     すること。（糊付けしないようお願いします。） 

 １．支給申請総括票（Ⅰ）  

 ２．支給申請総括票（Ⅱ）（黄色）  

 ３．一般被保険者７０歳以上一般・低所得  

 ４．一般被保険者７０歳以上７割  

 ５．一般被保険者  

 ６．一般被保険者６歳未満  

 ７．退職者・本人  

 ８．退職者・被扶養者  

 ９．退職者・６歳未満  

 １．支給申請総括票（Ⅰ）  

 ２．支給申請総括票（Ⅱ）（黄色）  

 ３．後期高齢者９割  

 ４．後期高齢者７割  
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